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少
子
高
齢
化
や
高
度
情
報
化

が
急
速
に
進
展
す
る
中
で
、
国

内
の
社
会
経
済
情
勢
は
依
然
と

し
て
厳
し
く
、
本
格
的
な
地
方

分
権
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

山
県
郡
に
お
き
ま
し
て
も
、

三
町
村
が「
三
本
の
矢
」
と
な

り
、
地
域
の
連
帯
を

深
め
て
、
こ
れ
か
ら

の
新
し
い
時
代
に
対

応
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
中
、
私

た
ち
の
子
孫
の
た
め

に
地
域
の
将
来
を
考

え
る
べ
く
、
三
町
村

そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
で

の
議
決
に
よ
り
、
今

年
八
月
一
日
、
地
方

自
治
法
等
に
基
づ
く

合
併
協
議
会
が
設
置

さ
れ
ま
し
た
。

今
後
、
こ
の
協
議

会
に
お
い
て
、
大
き

な
飛
躍
を
目
指
し
、

地
域
の
連
携
と
振
興
の
た
め
の

話
し
合
い
が
行
わ
れ
る
こ
と

は
、
山
県
郡
の
将
来
に
と
っ
て

き
わ
め
て
意
義
深
い
こ
と
で
あ

り
、
歴
史
的
な
一
ペ
ー
ジ
と
し

て
刻
ま
れ
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。「天

の
時
を
知
り
、
地
の
利

を
生
か
し
、
人
の
和
を
図
る
」

と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す

が
、
こ
の
合
併
協
議
会
は
、
ま

さ
に
こ
う
し
た
理
念
に
基
づ
い

て
運
営
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

今
後
は
、
地
域
の
将
来
の
あ

り
方
に
つ
い
て
様
々
な
課
題
が

論
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
当
協
議
会
と
い
た
し
ま
し

て
は
、あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
り
、

住
民
の
皆
様
に
多
く
の
情
報
を

提
供
し
て
い
く
と
と
も
に
、
幅

広
い
御
意
見
を
た
く
さ
ん
い
た

だ
き
な
が
ら
、
開
か
れ
た
運
営

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

私
ど
も
三
町
村
長
と
い
た
し

ま
し
て
も
、
山
県
郡
の
発
展
の

た
め
全
力
を
傾
注
し
て
い
く
所

存
で
ご
ざ
い
ま
す
。今
後
と
も
、

皆
様
方
の
深
い
御
理
解
と
御
支

援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

二
月
二
十
一
日

山
県
郡
町
村
合
併
検
討
協
議

会
発
足

三
月
五
日

郡
内
町
村
議
会
議
員
に
よ
る
市

町
村
合
併
に
関
す
る
研
修
会

開
催

三
月
十
六
日

高
富
町
議
会
市
町
村
合
併
特

別
委
員
会
設
置

三
月
二
十
二
日

高
富
町
自
治
会
長
、
伊
自
良

村
正
・
副
区
長
、
三
町
村
職

員
合
同
研
修
会
開
催

四
月
一
日

市
町
村
合
併
共
同
研
究
室
設
置

四
月
十
八
日

高
富
町
自
治
会
長
研
修
会
開
催

四
月
二
十
四
日

美
山
町
町
村
合
併
検
討
協
議

会
発
足

四
月
二
十
八
日
〜
五
月
三
日

高
富
町
校
区
別
自
治
会
研
修

会
開
催（
五
校
区
）

五
月
一
日

伊
自
良
村
正
・
副
区
長
、
議

員
、
職
員
合
同
研
修
会
開
催

合
併
協
議
会
設
置
ま
で
の
経
緯

七
月
二
十
六
日
、
高
富
町
、
伊
自
良
村
、
美
山
町
の
三
町
村
議
会
の

議
決
を
経
て
、
八
月
一
日
に
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
合
併
協
議
会
設
置
に
至
る
ま
で
の
経
緯
の
概
要
を
紹
介

し
ま
す
。

五
月
八
日

第
二
回
山
県
郡
町
村
合
併
検

討
協
議
会
開
催

六
月
七
日
〜
十
六
日

伊
自
良
村
町
村
合
併
を
考
え

る
地
区
別
説
明
会
開
催（
十

地
区
）

六
月
十
八
日
〜
二
十
四
日

美
山
町
町
村
合
併
に
関
す
る

地
区
懇
談
会
開
催（
七
地
区
）

六
月
二
十
日

伊
自
良
村
町
村
合
併
に
関
す
る

村
議
会
・
区
長
会
合
同
会
議

開
催

七
月
四
日

第
三
回
山
県
郡
町
村
合
併
検

討
協
議
会
開
催

七
月
八
日
〜
十
四
日

高
富
町
市
町
村
合
併
に
関
す

る
校
区
別
懇
談
会
開
催（
五

校
区
）

七
月
二
十
六
日

三
町
村
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
で

合
併
協
議
会
設
置
議
案
可
決

八
月
一
日

高
富
町
・
伊
自
良
村
・
美
山

町
合
併
協
議
会
設
置

会

長

高
富
町
長

山

崎

通

副
会
長

美
山
町
長

矢
口

貢
男

副
会
長

伊
自
良
村
長

村
橋

忠
夫

合併協議会だより　　平成13年9月
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高
富
町
・
伊
自
良
村
・
美
山

町
合
併
協
議
会
は
、
合
併
協
議

会
、
小
委
員
会
、
幹
事
会
、
専

門
部
会
、
事
務
局
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。 高

富
町
・
伊
自
良
村
・
美
山
町

合
併
協
議
会
の
推
進
体
制

○
合
併
協
議
会

合
併
協
議
会
は
、
地
方
自
治

法
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
い
て
設

置
さ
れ
る
法
定
の
協
議
会
で
、

山
県
郡
三
町
村
の
合
併
の
是
非

を
含
め
、
合
併
に
関
す
る
あ
ら

ゆ
る
事
項
の
協
議
や
市
町
村
建

設
計
画
の
策
定
な
ど
を
行
い
ま

す
。
合
併
協
議
会
は
、
会
長
の

ほ
か
、
三
町
村
の
議
会
の
代

表
、
学
識
経
験
者
な
ど
か
ら
な

る
委
員
二
十
五
名
と
顧
問
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
協
議
内

容
は
原
則
と
し
て
公
開
さ
れ

ま
す
。

○
小
委
員
会

小
委
員
会
は
、
合
併
協
議
会

か
ら
付
託
さ
れ
た
事
項（
例
え

ば
、
新
自
治
体
の
名
称
な
ど
）

に
つ
い
て
調
査
・
審
議
を
行
い

ま
す
。

○
幹
事
会

幹
事
会
は
、三
町
村
の
助
役
、

収
入
役
、
総
務
課
長
な
ど
の
職

員
で
構
成
さ
れ
、
協
議
会
に
提

案
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
・

調
整
を
行
い
ま
す
。

○
専
門
部
会

専
門
部
会
は
、
三
町
村
の
職

員
で
構
成
さ
れ
、
総
務
・
厚

生
・
産
建
水
道
・
教
育
の
四
部

会
に
分
か
れ
、
専
門
分
野
に
お

け
る
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て

協
議
・
調
整
を
行
い
ま
す
。

○
事
務
局

事
務
局
は
、
合
併
協
議
会
の

運
営
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
た

め
、
協
議
に
必
要
な
資
料
の
収

集
・
作
成
な
ど
を
行
い
ま
す
。

合
併
協
議
会
と
は
、

合
併
し
よ
う
と
す
る
市
町

村
が
、
法
律
の
規
定
に
基
づ

い
て
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
協
議
会
で
す
。
合
併
に

際
し
、
こ
の
協
議
会
で
福
祉

の
向
上
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

取
扱
い
を
は
じ
め
、
住
民
負

担
や
地
域
の
振
興
に
関
す
る

こ
と
な
ど
、
住
民
の
み
な
さ

ん
の
生
活
に
関
わ
る
こ
と
を

慎
重
に
検
討
し
、
協
議
・
調

整
さ
れ
、
結
論
が
出
さ
れ
ま

す
。
こ
の
協
議
会
で
決
定
さ

れ
た
事
項
を
も
と
に
、
市
町

村
議
会
の
議
決
を
経
て
、
市

町
村
合
併
が
行
わ
れ
ま
す
。

市
町
村
建
設
計
画
と
は
、

市
町
村
合
併
に
際
し
、
合

併
関
係
市
町
村
の
住
民
の
み

な
さ
ん
に
対
し
て
将
来
に
関

す
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
供
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
住
民
の
み
な

さ
ん
が
合
併
の
適
否
を
判
断

す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
と
し
て
の
役
割

を
果
た
す
も
の
で
す
。

合 併 協 議 会 組 織 図
氏　　　名

山崎
やまざき

通
とおる

矢 口
や ぐ ち

貢 男
つ ぐ お

村 橋
むらはし

忠 夫
た だ お

村 瀬
む ら せ

伊 織
い お り

渡 辺
わたなべ

政 勝
まさかつ

武 山
たけやま

和 行
かずゆき

藤岡
ふじおか

功
いさお

杉 田
す ぎ た

實 男
じ つ お

平野
ひ ら の

元
はじめ

三 井
み つ い

怜 子
と し こ

上野
う え の

登志博
と し ひ ろ

横 山
よこやま

善 道
よしみち

川 島
かわしま

清 夫
き よ お

山 崎
やまざき

雄 作
ゆうさく

舩 戸
ふ な と

繁 俊
しげとし

井
た か い

克 明
かつあき

棚 橋
たなはし

壽 子
ひ さ こ

長屋
な が や

孝
たかし

大 西
おおにし

克 巳
か つ み

小 森
こ も り

英 明
ひであき

河口
かわぐち

衛
まもる

高瀬
た か せ

茂
しげる

花村
はなむら

進
すすむ

河 合
か わ い

正 明
まさあき

古 川
ふるかわ

一 美
か ず み

役 職 名

会　 長

町 村 名

高 富 町

美 山 町

伊自良村

高 富 町

伊自良村

美 山 町

岐 阜 県

役　　　職　　　名

岐 阜 県 議 会 議 員

役 職 名
幹 事 長

氏 名
横 山 久 生
宇 野 敏 勝
早矢仕 英雄
鷲 見 平 也
田 中 義 文
田 垣 隆 司
三 輪 隆 博
鷲 見 奉 子
舩 戸 時 夫
長 屋 義 明
嶋 井 勉
梅 田 義 孝

備 考
伊自良村助役
高富町助役
美山町助役
高富町収入役
伊自良村収入役
美山町収入役
美山町参事兼企画財政課長
高富町総務課長
伊自良村総務課長
美山町総務課長
高富町企画課長
伊自良村総務課長補佐兼企画財政係長

副 幹 事 長

幹 事

顧　　問

合　併　協　議　会　委　員　名　簿

幹　事　会　名　簿

氏 名

山 田
や ま だ

忠 雄
た だ お

副会長

委　 員

選　出　区　分

高富町長

美山町長

伊自良村長

高富町議会議長

高富町議会議員

高富町議会議員

学識経験者

学識経験者

学識経験者

学識経験者

伊自良村議会議長

伊自良村議会議員

伊自良村議会議員

学識経験者

学識経験者

学識経験者

学識経験者

美山町議会議長

美山町議会議員

美山町議会議員

学識経験者

学識経験者

学識経験者

学識経験者

学識経験者

学識経験者

合 併 協 議 会

幹 事 会

報告 付託 報告

報告

小委員会

専門部会 事務局

コ

ラ

ム

コ

ラ

ム
合
併
ミ
ニ
辞
典

合併協議会だより　　平成13年9月
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八
月
一
日
か
ら
合
併
協

議
会
事
務
局
で
お
世
話
に

な
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。住

民
の
み
な
さ
ん
か
ら

合
併
に
関
す
る
ご
意
見
・

ご
質
問
を
広
く
頂
戴
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

事
務
局
紹
介

合併協議会事務局職員名簿

役職名

事 務 局 長

事務局職員

臨 時 職 員

氏　　　名

酒　向 隆

上 野　達 也

久保田 裕 司

安 川　英 明

吉 田　直 孝

土 田　浩 司

垣出中 雅 世

町　村　名

伊 自 良 村

高　富　町

美　山　町

美　山　町

高　富　町

備　　　考

企 画 調 整 担 当

総　務　担　当

記録・広報担当

高　富　町
（岐阜県派遣）

合
併
協
議
会
の
報
告

合
併
協
議
会
の
報
告

八
月
十
三
日
、
高
富
町
役
場

三
階
大
会
議
室
に
お
い
て
、
第

一
回
高
富
町
・
伊
自
良
村
・
美

山
町
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
会
長
、
副
会
長
、

顧
問
か
ら
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、

会
長
か
ら
委
員
に
委
嘱
状
が
交

付
さ
れ
ま
し
た
。
委
員
な
ど
の

紹
介
の
後
、
報
告
及
び
議
案
の

審
議
に
入
り
ま
し
た
。

報
告
事
項

合
併
協
議
会
設
置
の
経
緯
、

合
併
協
議
会
規
約
、
幹
事
会
規

程
、
財
務
規
程
な
ど
に
つ
い
て

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
事
項

協
議
第
一
号

合
併
協
議
会
会

議
運
営
規
程
に
つ
い
て

会
議
を
原
則
公
開
と
し
、
傍

聴
や
会
議
録
の
閲
覧
が
で
き
る

こ
と
な
ど
、
会
議
運
営
の
基
本

的
な
事
項
に
つ
い
て
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

協
議
第
二
号

合
併
協
議
会
小

委
員
会
規
程
に
つ
い
て

小
委
員
会
の
会
議
運
営
の
基

本
的
な
事
項
に
つ
い
て
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

協
議
第
三
号

平
成
十
三
年
度
合

併
協
議
会
事
業
計
画
に
つ
い
て

協
議
会
の
会
議
を
原
則
と
し

て
毎
月
一
日
に
開
催
す
る
こ
と
、

将
来
構
想
策
定
の
た
め
住
民
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
こ
と
、

機
関
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通

し
て
情
報
提
供
す
る
こ
と
な
ど

を
内
容
と
す
る
事
業
計
画
に
つ

い
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第
四
号

平
成
十
三
年
度

合
併
協
議
会
予
算
に
つ
い
て

合
併
協
議
会
会
議
の
開
催

費
、
合
併
事
務
事
業
に
要
す
る

経
費
な
ど
総
額
三
千
二
百
万
円

の
予
算
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

第
一
回
合
併
協
議
会
を
開
催

第
一
回
合
併
協
議
会
を
開
催
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（
協
議
会
の
設
置
）

第
一
条

高
富
町
、
伊
自
良
村

及
び
美
山
町（
以
下
「
三
町
村
」

と
い
う
。）は
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）第
二
百
五
十
二
条
の
二

第
一
項
及
び
市
町
村
の
合
併

の
特
例
に
関
す
る
法
律（
昭
和

四
十
年
法
律
第
六
号
。
以
下

「
合
併
特
例
法
」と
い
う
。）第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

合
併
協
議
会（
以
下「
協
議
会
」

と
い
う
。）を
置
く
。

（
協
議
会
の
名
称
）

第
二
条

協
議
会
は
、
高
富

町
・
伊
自
良
村
・
美
山
町
合

併
協
議
会
と
称
す
る
。

（
協
議
会
の
担
任
す
る
事
務
）

第
三
条

協
議
会
は
、
次
に
掲

げ
る
事
務
を
行
う
。

一

三
町
村
の
合
併
に
関
す

る
協
議

二

合
併
特
例
法
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
市
町
村
建
設

計
画
の
作
成

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
三
町
村
の
合
併

に
関
し
必
要
な
事
項

（
協
議
会
の
事
務
所
）

第
四
条

協
議
会
の
事
務
所
は
、

岐
阜
県
山
県
郡
高
富
町
高
木

一
〇
〇
〇
番
地
一
高
富
町
役

場
内
に
置
く
。

（
組

織
）

第
五
条

協
議
会
は
、
会
長
及

び
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

合
併
協
議
会
規
約

（
会

長
）

第
六
条

会
長
は
、
三
町
村
の

長
の
協
議
に
よ
り
、
三
町
村

の
長
の
う
ち
か
ら
こ
れ
を
選

任
す
る
。

2

会
長
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
副
会
長
）

第
七
条

副
会
長
は
、
三
町
村

の
長
の
う
ち
か
ら
前
条
の
規

定
に
よ
り
会
長
に
選
任
さ
れ

た
者
を
除
く
二
名
を
も
っ
て

充
て
る
。

2

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐

し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き

又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、

会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す

る
順
位
に
よ
り
会
長
の
職
務

を
代
理
す
る
。

3

副
会
長
は
、
非
常
勤
と
す

る
。

（
委

員
）

第
八
条

委
員
は
、
次
に
掲
げ

る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

一

三
町
村
の
長
の
う
ち
会

長
に
充
て
ら
れ
た
者
以
外

の
者

二

三
町
村
の
議
会
の
議
長

三

三
町
村
の
議
会
の
議
長

が
、
そ
れ
ぞ
れ
三
町
村
の

議
会
の
議
員
の
う
ち
か
ら

指
名
し
た
者
各
二
名

四

三
町
村
の
長
が
協
議
し

て
定
め
た
学
識
経
験
を
有

す
る
者
十
四
名
以
内

2

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
顧

問
）

第
九
条

三
町
村
の
長
の
協
議

に
よ
り
、
協
議
会
に
顧
問
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

2

顧
問
は
、
必
要
に
応
じ
て

助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

顧
問
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
会

議
）

第
十
条

協
議
会
の
会
議（
以
下

「
会
議
」と
い
う
。）は
、
会
長
が

招
集
す
る
。

2

会
長
は
、
委
員
の
四
分
の

一
以
上
の
者
か
ら
会
議
の
招

集
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、

会
議
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

3

会
長
は
、
会
議
の
開
催
場

所
及
び
日
時
並
び
に
会
議
に

付
す
べ
き
事
件
を
あ
ら
か
じ

め
委
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
会
議
の
運
営
）

第
十
一
条

会
議
は
、
委
員
の

二
分
の
一
以
上
の
者
が
出
席

し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が

で
き
な
い
。

2

会
長
は
、
会
議
の
議
長
と

な
る
。

3

会
議
の
議
事
そ
の
他
会
議

の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
会
長
が
会
議
に
諮
っ
て

定
め
る
。

4

会
長
は
、
必
要
に
応
じ
て

顧
問
の
出
席
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

5

会
長
は
、
必
要
に
応
じ
て

三
町
村
の
関
係
職
員
等
を
会

議
に
出
席
さ
せ
、
説
明
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
小
委
員
会
）

第
十
二
条

協
議
会
は
、
そ
の

事
務
の
一
部
に
つ
い
て
調
査
、

審
議
等
を
す
る
た
め
に
小
委

員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

2

小
委
員
会
の
組
織
、
運
営

そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
会

長
が
会
議
に
諮
っ
て
別
に
定

め
る
。

（
幹
事
会
）

第
十
三
条

会
議
に
提
案
す
る

事
項
に
つ
い
て
必
要
な
協
議

又
は
調
整
を
行
う
た
め
、
協

議
会
に
幹
事
会
を
置
く
。

2

幹
事
会
の
組
織
、
運
営
そ

の
他
必
要
な
事
項
は
、
会
長

が
別
に
定
め
る
。

（
専
門
部
会
）

第
十
四
条

第
三
条
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
専
門
的
に
協
議

又
は
調
整
す
る
た
め
、
協
議

会
に
専
門
部
会
を
置
く
。

2

専
門
部
会
の
組
織
及
び
運

営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

会
長
が
別
に
定
め
る
。

（
事
務
局
）

第
十
五
条

協
議
会
の
事
務
を

処
理
す
る
た
め
、
協
議
会
に

事
務
局
を
置
く
。

2

協
議
会
の
事
務
に
従
事
す

る
職
員
は
、
三
町
村
の
長
が

協
議
し
て
定
め
た
者
を
も
っ

て
充
て
る
。

3

事
務
局
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。

（
経
費
の
負
担
）

第
十
六
条

協
議
会
に
要
す
る

経
費
は
、
三
町
村
の
長
が
協

議
し
て
負
担
す
る
。

（
監

査
）

第
十
七
条

協
議
会
の
出
納
の

監
査
は
、
会
長
の
属
す
る
町

村
の
監
査
委
員
に
委
嘱
し
て

行
う
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
嘱

を
受
け
た
監
査
委
員
は
、
監

査
の
結
果
を
会
長
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
に
関
す
る
事
項
）

第
十
八
条

協
議
会
の
予
算
の

編
成
、
現
金
の
出
納
そ
の
他

財
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

三
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定

め
る
。

（
報
酬
及
び
費
用
弁
償
）

第
十
九
条

会
長
、
委
員
、
顧

問
及
び
監
査
委
員
は
、
報
酬

及
び
費
用
弁
償
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
等
の
額
及
び
支
給
方
法
等

は
、
三
町
村
の
長
が
協
議
し

て
定
め
る
。

（
協
議
会
解
散
の
場
合
の
措
置
）

第
二
十
条

協
議
会
が
解
散
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
協
議

会
の
収
支
は
、
解
散
の
日
を

も
っ
て
打
ち
切
り
、
会
長
で

あ
っ
た
者
が
こ
れ
を
決
算
す

る
。

（
補

則
）

第
二
十
一
条

こ
の
規
約
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会

長
が
会
議
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
三
年

八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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6

ど
う
し
て
今
、
市
町
村
合
併

が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？

日
本
全
国
で
市
町
村
合
併
の

動
き
が
活
発
に
な
り
つ
つ
あ
り

ま
す
が
、
背
景
と
し
て
は
次
の

こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

▼
少
子
・
高
齢
化
が
進
ん
で
い

ま
す
。

今
後
、
少
子
・
高
齢
化
が
急

速
に
進
み
、
人
口
が
減
少
す
る

た
め
、
税
収
、
人
材
の
確
保
が

困
難
に
な
る
一
方
で
、
需
要
の

増
大
が
予
想
さ
れ
る
医
療
や
介

護
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
対

応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

▼
日
常
生
活
の
範
囲
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。

道
路
や
情
報
通
信
網
の
整
備

に
よ
っ
て
通
学
、
通
勤
、
買
い

物
な
ど
の
行
動
範
囲
は
広
が
っ

て
い
ま
す
。
住
民
の
み
な
さ
ん

に
と
っ
て
よ
り
よ
い
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
た
め
に

は
、
広
域
的
な
行
政
の
取
り
組

み
が
必
要
で
す
。

合
併
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
こ
と

●
各
地
域
の
個
性
を
生
か
し
た

広
域
的
な
ま
ち
づ
く
り
が
可

能
に
な
り
ま
す
。

●
市
町
村
行
政
の
効
率
的
な
運

営
に
よ
り
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

な
ど
の
充
実
が
可
能
に
な
り

ま
す
。

●
専
門
的
な
知
識
を
持
っ
た
職

員
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
行

政
サ
ー
ビ
ス
が
高
度
化
・
迅

速
化
で
き
ま
す
。

合
併
に
よ
り
心
配
さ
れ
る
こ
と

●
役
場
が
遠
く
て
不
便
に
な
る

の
で
は
な
い
か

●
住
民
の
声
が
行
政
に
届
き
に

く
く
な
る
の
で
は
な
い
か

●
中
心
部
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
が
取

り
残
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

合
併
協
議
会
を
傍
聴
で
き
ま
す

会
議
の
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
会
議
開
始
十
五
分
前
ま

で
に
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。
傍
聴
券
を
お
渡
し
し
ま

す
。
な
お
、
希
望
者
が
三
十
人

を
超
え
た
場
合
は
抽
選
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

八
月
一
日
か
ら
合
併
協
議

会
だ
よ
り
の
編
集
担
当
と
な

り
、
三
週
間
が
経
ち
ま
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
仕
事
を
し

よ
う
に
も
、
合
併
事
務
に
関

し
て
す
べ
て
が
、
ま
っ
た
く

ゼ
ロ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
す

の
で
、
何
も
で
き
ず
、
手
に

付
か
ず
、
右
往
左
往
し
て
い

る
毎
日
で
す
。

一
日
、
一
日
が
す
ご
い
ス

ピ
ー
ド
で
過
ぎ
て
い
き
ま
す
。

今
も
、
協
議
会
だ
よ
り
の

締
め
切
り
に
追
わ
れ
、
午
前

様
で
す
。
こ
の
ま
ま
だ
と
徹

夜
か
な
？
で
も
、
み
な
さ
ん

に
読
ん
で
い
た
だ
く
機
関
誌

な
ん
だ
か
ら
、
あ
と
、
ひ
と

ふ
ん
ば
り
だ
！

（
つ
）

合 併 協 議 会 の 設 置

・合併に関する事項の協議
・市町村建設計画の策定　など

市町村合併に至るまでのながれ

合 併 協 定 調 印

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

合併する市町村議会の議決

都道府県知事へ合併の申請

都 道 府 県 議 会 の 議 決

都道府県知事による合併の決定

総 務 大 臣 へ の 届 出

総 務 大 臣 の 告 示

新 自 治 体 の 誕 生

編

集

後

記

こ
れ
ら
の
課
題
へ
の
対
応
は

合
併
協
議
会
で
十
分
検
討
さ
れ

て
い
く
予
定
で
す
。

第3回合併協議会開催予定

日 時

10月 1日　月曜日
午後1時30分から

場所

高富町役場庁舎
3階大会議室

第2回合併協議会開催予定

日 時

9月 3日　月曜日
午後1時30分から

場所

高富町役場庁舎
3階大会議室
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